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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎円板の髄核を置き換え、軸方向に離間した隣接する上方椎体と下方椎体との間の繊
維輪内に移植される２つの部分からなる人工器官脊椎髄核装置であって、
　幅と該幅よりも長い長さとを有すると共に、前記上方椎体に接触し、前記脊椎円板の前
記線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決めされた平滑な外表面を有する一体の本体を備
えた剛性の上部シェルと、
　幅と該幅よりも長い長さとを有すると共に、前記下方椎体に接触し、前記脊椎円板の前
記線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決めされた平滑な外表面を有する一体の本体を備
えた剛性の下部シェルと、
　互いに滑動係合している上部シェルと下部シェルそれぞれの一体の本体の内側弓状支持
面と、を有し、
　前記内側弓状支持面は、前記各シェル本体の幅を実質的に全体的に横切って延在してい
ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記シェルは前記線維輪の中の切開部に順次に挿通され、前記装置は前記線維輪の内部
で組立て可能であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　それぞれのシェルは、横寸法を備える端部と、前記横寸法より大きな長手寸法を備える
端部とを有し、それぞれのシェルは、前記横寸法を備える前記端部が先導して最初に線維
輪の中の切開部に進入する状態で前記切開部に挿通され得ることを特徴とする請求項１に
記載の装置。
【請求項４】
　前記線維輪は横寸法および縦寸法を有し、前記線維輪の前記横寸法は前記線維輪の前記
縦寸法よりも大きくなっており、それぞれのシェルは、前記シェルの前記横寸法が前記線
維輪の前記横寸法と位置合わせされるように位置決め可能であることを特徴とする請求項
３に記載の装置。
【請求項５】
　それぞれのシェルは、それが前記切開部に挿通されるときに回転可能であり、前記シェ
ルの前記横寸法が前記線維輪の前記横寸法と位置合わせされるように前記挿通されたシェ
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ルが位置決めされることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　それぞれのシェルは、それが前記切開部に挿通された後で回転可能であり、前記シェル
の前記横寸法が前記線維輪の前記横寸法と位置合わせされるように前記挿通されたシェル
が位置決めされることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　脊椎円板の髄核を置き換え、隣接して軸方向に離間した上方椎体と下方椎体との間に移
植される人工器官脊椎髄核装置であって、
　前記上方椎体に接触し、前記脊椎円板の線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決めされ
た上部シェルと、
　前記下方椎体に接触し、前記脊椎円板の前記線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決め
された下部シェルと、
　曲率半径を有する凸表面と、前記凸表面を受け入れ、曲率半径を有する凹表面とを含み
、前記上部シェルと下部シェルとの間にあって、前記上部シェルと下部シェルとの間で前
記上部シェルおよび下部シェル動作が多軸動作しかつ滑動できるようにする少なくとも１
つの支持部と、を備え、
　前記両曲率半径の関係は、前記上部シェルと前記下部シェルとの間の多軸動作のために
剛性を与えるように選択可能であることを特徴とする装置。
【請求項８】
　脊椎円板の髄核を置き換え、軸方向に離間した隣接する上方椎体と下方椎体との間に移
植される人工器官脊椎髄核装置であって、
　前記上方椎体に接触し、前記椎体の頂部表面の凹面にしたがって選択された凸面頂部表
面を有して、前記脊椎円板の線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決めされている上部シ
ェルと、
　前記下方椎体に接触し、前記下方椎体の凹面にしたがって選択された凸面底部表面を有
して、前記脊椎円板の前記線維輪の内部に嵌合するようにサイズ決めされている下部シェ
ルと、
　前記上部シェルと下部シェルとの間にあって、前記上部シェルと下部シェルとの間に相
対移動を可能にする少なくとも１つの支持部とを備えることを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記凸表面の少なくとも一方は、前記少なくとも一方の凸表面が接触する前記椎体の曲
率半径よりも大きな曲率半径を有することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記凸表面の少なくとも一方は、前記少なくとも一方の凸表面が接触する前記椎体の曲
率半径よりも小さい曲率半径を有することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記凸表面の少なくとも一方は、前記少なくとも一方の凸表面が接触する前記椎体の曲
率半径に等しい曲率半径を有することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　脊椎円板の髄核を置き換えるための方法であって、
　複数の構成要素を含むインプラント装置を提供するステップと、
　前記構成要素のそれぞれが通過できる最小切開部サイズを測定するステップと、
　前記切開部が、前記構成要素のそれぞれが通過できる前記最小切開部サイズにしたがっ
てサイズ決めされた変形可能な開口を形成するように、前記脊椎円板の線維輪の中に切開
部を設けるステップと、
　前記切開部に挿通するために前記構成要素を配向するステップと、
　前記構成要素を順次に前記切開部に挿通するステップと、
　前記装置を前記線維輪の内部で形成するために前記構成要素を組み立てるステップとを
含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
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　前記構成要素の前縁が前記線維輪の内部に挿入された後に、前記構成要素の少なくとも
１つを回転するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　脊椎円板の髄核を置き換えるための方法であって、
　剛性の上部部材、剛性の下部部材、およびスペーサ部材を有するインプラント装置を提
供するステップと、
　所定の方向に所定のサイズを備える畳んだ配置で前記装置を組み立てるステップと、
　前記脊椎円板の線維輪の中に切開部を設けるステップであって、前記畳んだ構成の前記
装置が前記切開部を通過できるように、前記切開部が、前記所定のサイズにしたがってサ
イズ決めされた変形可能な切開部を形成するようになっている、切開部を設けるステップ
と、
　前記畳んだ配置の前記装置を前記切開部に挿通するステップと、
　前記装置が、少なくとも前記所定の方向における前記所定のサイズよりも大きなサイズ
を備える拡張配置を有するように、前記装置を拡張するステップとを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１５】
　前記装置を拡張する前記ステップは、前記上部および下部部材の少なくとも一方に対し
て前記スペーサ部材の一部を移動するステップを含むことを特徴とする請求項１４に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記装置を拡張する前記ステップは、前記スペーサ部材を前記上部部材と下部部材の間
で拡張するために流動性物質を前記スペーサ部材の中に注入するステップを含むことを特
徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記装置において、前記上部および下部シェルは、前記シェルを前記椎体の間に同時に
移植できるようにする協働構造を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　上方椎体と下方椎体との間に挿入される人工椎間板装置であって、
　椎間板本体と、
　小さい力で前記椎体の間に挿入できる挿入構成で、かつ前記椎体が移動するときに前記
本体部分の間で相対移動を可能にする動作可能構成で連結される、前記本体の第１および
第２の部分とを備え、前記第１および第２の本体部分は、前記椎体の間に挿入されるとき
に前記挿入構成から前記動作可能構成に移行することを特徴とする装置。
【請求項１９】
　前記本体部分は、前記本体部分が前記椎体の間に挿入されるとき、前記本体部分を前記
挿入構成から前記動作可能構成に移行させるために前記上方および下方椎体に対して係合
するようにサイズ決めされた係合部分を前記挿入構成の中に具備することを特徴とする請
求項１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２０】
　前記第１および第２の本体部分は、前記挿入構成から前記動作可能構成に移行される前
記本体部分によって解除される解除自在の連結部をそれらの間に具備することを特徴とす
る請求項１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２１】
　前記第１および第２の本体部分は、前記本体部分が互いにスナップ嵌めされて前記挿入
構成になるように、それらの間にスナップ嵌め連結部を具備することを特徴とする請求項
１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２２】
　前記挿入構成は楔構成を含むことを特徴とする請求項１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２３】
　前記本体部分は、前記挿入構成では相互に対して実質的に一定の配向にあることを特徴
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とする請求項１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２４】
　前記本体部分のそれぞれは、
　その第１および第２の端部を具備し、
　前記本体部分の対応する第１の端部は、前記本体部分が前記挿入構成の状態では、それ
ぞれの本体の対応する第２の端部が、連結された第１の端部よりも大きな距離だけ相互に
離間されるよう連結されていることを特徴とする請求項１８に記載の人工椎間板装置。
【請求項２５】
　前記第１および第２の本体部分の一方は支持部分を具備し、他方の本体部分が、前記支
持部分に沿ってかつ前記一方の本体部分から全体的に離れるように、その前記第１の連結
端部からその前記第２の端部まで延びることを特徴とする請求項２４に記載の人工椎間板
装置。
【請求項２６】
　上方椎体と下方椎体との間に人工椎間板装置を移植する方法であって、
　前記椎間板装置を挿入構成で連結するステップと、
　前記椎間板装置を前記椎体の間に挿入するステップと、
　挿入時に前記椎体を前記椎間板装置の一部に係合するステップと、
　前記椎間板装置の挿入を続行して前記連結部を解除させるステップと、
　前記連結部を解除することによって前記椎間板装置を動作可能構成に移行させるステッ
プとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　前記方法は、上部および下部外表面が所定の角度を形成する前記挿入構成に、前記椎間
板装置の上部および下部部材を配向するステップをさらに含み、前記椎間板装置を連結す
る前記ステップは、前記上部および下部部材を協働構造と連結するステップを含むことを
特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記上部および下部部材を連結する前記ステップは、前記上部部材と下部部材との間に
締まり嵌めを形成するステップを含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記締まり嵌めはスナップ嵌めであることを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記方法は、前記協働構造を分離するために、前記上部および下部表面を前記上方およ
び下方椎体に対接してカム動作させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項２９
に記載の方法。
【請求項３１】
　脊椎円板の髄核を置き換える方法であって、
　大寸法および小寸法を有するインプラント装置を提供するステップと、
　前記脊椎円板の線維輪の中に所定のサイズを有する切開部を形成するステップと、
　前記所定の切開部のサイズを最小限に維持するように、前記最小寸法を前記切開部に位
置合わせした状態で前記装置を配向するステップと、
　前記装置を前記切開部に挿通して前記髄核空間に挿入するステップと、
　前記大寸法の少なくとも一部が前記切開部と位置合わせされるように、前記装置を回転
するステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項３２】
　切開部を形成する前記ステップは、前記線維輪の一部を前記脊椎円板の前－後方向に対
して斜角で切開するステップを含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記方法は、挿入器具を前記装置に選択的に装着するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
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　前記方法は、前記装置を挿入する前記ステップの前に、前記装置を前記挿入器具に対し
て所定の配向で固着するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３３に記載の方法
。
【請求項３５】
　前記挿入器具は把持部材を具備し、前記装置を固着する前記ステップは前記把持部材を
前記装置に固定するステップを含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記方法は、前記挿入器具および人工椎間板装置が相互に対して枢動できるように、前
記挿入するステップの後で前記把持部材を調整するステップをさらに含むことを特徴とす
る請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　切開部を形成する前記ステップは、前記装置の少なくとも前記小寸法に基づいて前記切
開部をサイズ決めするステップを含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記方法は、前記脊椎円板のサイズ、前記上方椎体と下方椎体との間に形成された角度
、および髄核空洞のサイズの１つに基づいて前記装置を選択するステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記方法は、前記人工椎間板装置を選択するために、前記髄核空洞の内部に試行スペー
サを挿入するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記試行スペーサを挿入する前記ステップは、試行スペーサ器具を利用して前記試行ス
ペーサを前記線維輪の内部で誘導するステップを含むことを特徴とする請求項３９に記載
の方法。
【請求項４１】
　前記装置の前記回転は、前記装置を挿入する前記ステップの間に行われることを特徴と
する請求項３１に記載の方法。
【請求項４２】
　前記装置の前記回転は、前記装置を前記線維輪の内部で滑動および位置決めするために
、その内壁に接触させるステップを含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項４３】
　脊椎円板の髄核を置き換えるシステムであって、
　人工器官髄核装置と、
　挿入工具とを備え、前記装置は前記挿入工具に回転自在に装着可能であり、前記装置は
少なくとも２つの個別位置に回転可能であることを特徴とするシステム。
【請求項４４】
　脊椎円板の髄核を置き換えるシステムであって、
　小寸法を有する端部を備える人工器官髄核装置と、
　挿入工具とを具備し、前記装置は前記小寸法を有する前記端部において前記挿入工具に
装着可能であることを特徴とするシステム。
【請求項４５】
　脊椎円板の髄核を置き換えるための人工器官脊椎髄核装置であって、
　上部シェルと、
　下部シェルとを備え、前記髄核装置は隣接する上方椎体と下方椎体との間に移植され、
前記シェルの少なくとも一方は、前記椎体の少なくとも一方に対して所定の角度を有する
外表面を含むことを特徴とする装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００２０】
　本発明の１つの態様によれば、髄核切除術によって除去された髄核と置き換えるための
多部品髄核インプラント装置が開示される。本インプラントは、少なくとも、第１のシェ
ルまたは板部材、第２のシェルまたは板部材、および２つのシェルの間に少なくとも１つ
の動作方向を与え、好ましくは多軸関節動作支持部である支持部を具備し得る。関節動作
支持部は、屈曲／伸延、側方屈曲、回旋を含む脊椎の自然な動作を与える。板部材および
関節動作支持部のそれぞれは概ね剛性に作製される。したがって、インプラントは、自然
な椎間板に必要な圧縮および繰返し負荷に耐えることが可能である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　幾つかの形態では、インプラントは、シェルと関節動作支持部との間に相対滑動および
／または並進運動を与えることもできる。詳細には、シェルと関節動作部材との間の表面
は相互に対して滑動することが可能である。自然な椎間板の機構は粘性流体の機構である
ので、脊椎が一方向に屈曲すると、この流体を反対方向に押しやる。インプラントのシェ
ルは、インプラントに対する屈曲力のために特定の様態で相対的に回転する。しかし、イ
ンプラントの寸法要件のために、シェルは固定した回転軸回りに回転する必要はない。こ
のような様態で自然な髄核の挙動を模倣するために、かつ剛性部材によってそうするため
に、関節動作支持部はインプラントの構成要素を相互に対して移動させる。さらには、イ
ンプラントの幾つかの形態は、以下で論じるように、屈曲方向から離れるように、すなわ
ち、滑動および／または並進によって移動できる中心挿入具またはスペーサ部材に自然な
椎間板の挙動をより近似して模倣させる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　本発明の１つの態様は、シェル間に形成された凹面状凹部およびドーム部材を利用する
多軸関節動作装置を提供することである。ドーム部材および凹部はシェルを相互に対して
多軸動作させる関節動作支持部を形成し、ドーム表面および凹部は相互に対して滑動また
は並進することができる。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　幾つかの形態では、関節動作支持部の多軸回転の剛性は制御および変更が可能である。
凹部およびドーム表面に関するそれぞれの曲率半径、したがってこれらの間の嵌合は、異
なる剛性を生み出すために変更可能である。一般に、凹部の曲率半径がドーム表面のそれ
よりも大きければ、より制限を受けない状態が存在し、したがって剛性が低下する。逆に
、凹部の曲率半径がドーム表面のそれよりも小さければ、より制限を受ける状態が存在し
、したがって剛性が増大する。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　線維輪の伸延は疼痛の軽減を助け、かつ椎体間接合部の安定性を向上させることが判明
している。上で論じたように、インプラントのシェルは、必ずしも自然な髄核の形状を複
製するとは限らない。インプラントの形状が自然な髄核の形状と一致しない場合では、イ
ンプラントの外周縁が線維輪の一部に係合し、かつそれを伸張させることが可能であり、
それによって線維輪の当該部分に張力を与える。さらには、シェル間にまたがり、シェル
間の隔室を概ね封止する、例えば、襞付き蛇腹の形態にある外部カーテンまたは被覆を設
けることができる。次いで、線維輪の内部に圧力を加えるように蛇腹またはカーテンを膨
張させるために、蛇腹に気体または液体などの物質を注入することが可能である。さらに
は、注入物質が髄核インプラントの原位置で僅かに拡張してもよい。他の利点として、蛇
腹は、別様であればインプラント、特に、関節動作支持部の性能を阻害または劣化させる
恐れがある異物がインプラント装置に進入するのを防止する。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　幾つかの実施形態では、それぞれのシェルは、旋回、滑動、または並進動作を与えるこ
とが可能であり、挿入具またはスペーサ部材が２つのシェル間に配置可能であり、かつそ
れぞれのシェルに対接して移動する２つの表面を有することが可能である。多摩耗表面接
合は摩耗に関してインプラントの寿命を延ばすものと考えられる。幾つかの形態では、そ
れぞれのシェルが凹面状凹部を有することが可能であり、スペーサは２つのドーム表面部
分を有し、それぞれが各々のシェルに対面してそれぞれの凹面状凹部によって関節動作支
持部を形成する。他の形態では、スペーサ部材が、一方の側にシェル中の凹面状凹部に対
面するドーム表面を有し、それによって多軸回転、並進、および滑動を与えることが可能
であり、かつ別の側にシェル中の凹部の中の平坦表面に係合する平坦部を有し、それによ
って直線並進および平面回転を与えることが可能である。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　それぞれのインプラント１０には、上部シェル１２の中に形成した凹面状凹部４０とド
ーム形表面５０との間に形成された少なくとも１つの多軸関節動作支持部（ｐｏｌｙａｘ
ｉａｌ　ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　ｂｅａｒｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）３０が設けられる
。ドーム形表面５０およびこのドーム形表面５０と接合する凹部４０の表面は、本明細書
に説明する別の滑動表面と同様に、低摩擦で係合するように平滑であることが好ましい。
図１～５に示すように、凹部４０は下部シェル１４に対向する面４２（図２）の中に形成
され、ドーム形表面５０は上部シェル１２に対向する下部シェル１４の面５２（図４）の
上に形成される。別法として、図６に示すように、インプラント１０に１対の多軸関節動
作支持部３０を設けることが可能であり、そこではスペーサ部材または挿入物６０に対向
面６２、６４が設けられ、それぞれは、対面するシェル１２、１４のそれぞれの中の凹面
状凹部４０の中に受け入れられるようにドーム形表面５０を含む。他の別法として、図７
～９は対向面７２、７４を有するスペーサ部材７０を示すが、そこでは面７２がドーム形
表面５０を含み、面７４が平坦部７６を含む。スペーサ部材７０に関して、ドーム形表面
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５０は凹部４０の中に受け入れられ、平坦部７６は僅かに大きいが同様の形状の凹部７８
の中に受け入れられるが、この凹部には平坦部７６が凹部７８の中で滑動または並進可能
であるように下部シェル１４の中に平坦表面が備わる。２つの摩耗表面は、単一の摩耗表
面に比較して全体的に受ける摩耗を低減し、したがって、このような２つの表面が推奨さ
れる。２つの摩耗表面を設けるスペーサ６０の両面の曲率半径は同一である必要がないこ
とに留意すべきである。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５４】
　ドーム形表面５０と凹部４０との間のそれぞれの関節動作支持部３０は、ドーム形表面
５０に対する凹面状凹部４０の多軸的な動きをもたらす。詳細には、支持部３０は、凹部
４０がドーム形表面５０に対して屈曲／伸延、側方屈曲、および回旋動作するのを許容す
る。さらには、スペーサ部材６０とシェル１２、１４との間の接合表面は、以下で論じる
ように、それぞれが相対的な滑動および並進動作をもたらす。関節動作支持部３０の剛性
は変更または制御可能である。特に、凹面状凹部４０およびドーム形表面５０は、各々が
曲率半径をそれぞれに有する。凹部４０の曲率半径がドーム形表面５０の曲率半径よりも
大きいとき、剛性は減少する。凹部４０の曲率半径がドーム形表面５０よりも小さいとき
、剛性は増大する。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６０】
　上で論じたように、インプラント１０のシェル１２、１４は、インプラント１０の周縁
２６が線維輪の一部に当接しかつそれを伸延させ、それによって線維輪の当該部分に張力
を与えるように、必ずしも自然の髄核の形状を複製するわけではない。線維輪に掛かる張
力は、疼痛を軽減しかつ椎体間接合部の安定性を向上させることが判明している。図１４
～１５に示すように、例えば、襞付き蛇腹１２０の形態にある外部カーテンがシェル１２
、１４に固着される。この蛇腹１２０は、インプラント１０に物質を注入できるように、
シェル１２、１４の間に封止体を構成してそれらの周囲に延在し得る。この物質は、蛇腹
１２０が拡張して線維輪の内部に圧力を加えるように気体または液体もしくは他の流動性
物質であり得る。蛇腹には食塩水または他の非硬化性物質が充填されることが好ましい。
さらには、注入物質は、所望であれば、多少の衝撃吸収性を与え、かつ追加的に伸延させ
るためにインプラント１０を僅かに拡大させることができる。さらには、蛇腹１２０は、
別様であれば関節動作支持部３０の性能を阻害または劣化させる恐れのある異物がインプ
ラント１０に進入するのを防止する。幾つかの実施形態では、この物質はヒドロゲルのペ
レットでよく、蛇腹１２０は流体を吸収できるように透過性または半透過性部分を含んで
もよい。ペレットの使用によって、この物質は、任意の支持部３０がシェル１２、１４の
間で関節動作するときにインプラント１０の内部で移動可能である。蛇腹１２０または類
似の構造を膨張または拡張させることによって、線維輪に対して径方向の圧力が加わって
線維輪を緊張状態に置く。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００７２】
　本明細書に説明したそれぞれの多軸支持部３０は同様の形状をなす凹部と接合する外部
輪郭を有する。ドーム表面の外部輪郭は一部が回転楕円面、半球状、または同様の構造で
よいが、長円形または放物状などの他の形状もより大きな働きを提供し得ることに留意す
べきである。ドーム形表面の形状変更を利用して、多軸支持部３０に異なる関節可動域を
与えることができる。図示したように、スペーサは１つまたは２つの弓状ドーム形表面を
有するが、それらの曲率半径は、これらの表面が完全な回転楕円面であれば、椎体間空間
内で使用するには法外に大きいものになる。別法として、スペーサ部材は剛性の球体また
は半剛性の弓状球体として設けることが可能である。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７３】
　有利なことに、ドーム形表面および凹部支持部３０は、シェルと、シェルが移植時に相
対的に配向されるようにより大きな自由を許容するスペーサ部材との間に境界面を作成す
る。詳細には、シェルは、上で論じたように、様々な椎体間円板レベルに適切な角度で配
向可能である。例えば、Ｌ５／Ｓ１レベルのような異なるレベルでは、椎体が脊椎の前彎
性を維持するような角度に配向される。支持部に対接してシェルが自由に回転すると、シ
ェルは、椎体の終板に対して不均一な応力分布を創出することなく脊椎の自然な湾曲に従
って角度調整可能である。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７４】
　シェル１２、１４およびスペーサ部材６０などの任意のスペーサ用の材料は、幾つかの
特性が備わるように選択可能である。インプラントの構成要素は、移植時に周囲組織に対
する損傷を低減するために、また原位置にあるときに、微細動作時における構成要素と周
囲組織との間の摩耗性を低減するためにポリウレタンが被覆可能である。材料は、滑動表
面間の望ましい摩耗特徴が備わるように選択可能であり、かつ放射線半透過性を与えるよ
うに選択可能である。いずれの場合でも、シェル１２、１４および関節動作支持部３０の
任意の構成要素の材料は、一般にインプラント１０が、自然な椎間板が受けるようにイン
プラント１０が受ける繰返し圧縮負荷に耐えることが可能であるように剛性である。材料
の幾つかの例は、金属、セラミック、プラスチック、複合材料、およびエラストマーであ
る。金属には、外科用等級のステンレス鋼、Ｃｏ－Ｃｒ合金、液体金属、チタン、および
チタン合金が含まれ得る。セラミックには、アルミナおよびジルコニアが含まれ得る。プ
ラスチックには、ポリエチレン、ポリプロピレン、パイロライトカーボン、ＰＥＥＫ（商
標）、およびＢｉｏＰＥＫＫ（商標）が含まれ得る。複合材料には、炭素繊維ＰＥＥＫお
よび炭素繊維ＢｉｏＰＥＫＫが含まれ得る。エラストマーにはポリウレタンが含まれ得る
。非金属材料は、放射線透過性であり、Ｘ線撮影、磁気共鳴、またはＣＡＴスキャンなど
の撮像時にアーティファクト（ａｒｔｉｆａｃｔ）を発生させない利点がある。非金属材
料を使用すると、画像中の識別を補助するように装置の中に放射線不透過の標識を含むこ
とが有益であり得る。例えば、それぞれのシェルの配向および位置を観察できるように、
１つまたは複数の標識をそれぞれに設けることが可能であるし、またはそれぞれのシェル
の標識を区別または識別できるように、これらの標識を異なるサイズにすることもできる
。例を挙げれば、画像上を眺めたとき、標識がそれぞれの部材の位置および配向を明確に
表示するように、インプラントのそれぞれの個別部材に、非均一な形状の標識または異な
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るサイズもしくは形状の２つの横方向の標識を設けることが可能である。上に列挙した材
料は実施例に過ぎず、それは使用可能な材料の完全な一覧目録を作成しようとするもので
はないことが認識されるべきである。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７７】
　部材３１２、３１４を相互に対して移動するために、支持境界面３１５が、先の実施形
態に関して説明したような支持部または部材３１２、３１４の一部によって部材３１２、
３１４の間に形成される。さらに詳細には、下方部材３１２が、上方部材３１４の凹部支
持部分３１７と実質的に一致する構成を有し得る弓状またはドーム形支持部分３１９を有
する。明白なことであるが、凹部３１７およびドーム形部分３１９を逆にして、それぞれ
を下方部材３１２および上方部材３１４の側に形成することも可能である。さらには、ド
ーム形支持部分３１９は、望ましい関節剛性を与えるために上で説明したように、凹部支
持部分３１７に対して不一致構造を有し得る。その動作は単軸、２軸、または多軸に限定
可能であることに留意すべきである。例えば、動作制限具（図示せず）を部材３１２、３
１４上に配置してもよいし、または単軸接合部に細長い凹表面もしくは凸表面を有する支
持部を形成してもよい。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７８】
　したがって、先に説明した支持部３０と同様に、ドーム形支持部分３１９は弓状凹部３
１７に接合し、その各表面３１９ａおよび３１７ａが、好ましくは実質的に同一面内にあ
って、相互に滑動接触して、シェル部材３１２、３１４が相互に対して回転または枢動し
かつ弓状滑動または並進することが可能になる。このようなシェル部材３１２、３１４間
の相対移動は、本明細書で他のインプラントに関して先に説明したものと同様である。し
たがって、本明細書では支持部という用語は、下方部材３１２、上方部材３１４、もしく
は両方、または、先に指摘したように、下部シェル部材と上部シェル部材との間に配置さ
れた別体の支持部分であり得る。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０３】
　一旦インプラント３００が動作可能構成に移行したら、上部シェル３１４は一般に自由
に移動することはない。すなわち、把持支柱４６０およびヨークアーム４５２の形態にあ
る玉継手型固定によって挿入具４００に固定されているにもかかわらず、上部シェル３１
４は、線維輪３０９および椎体終板３１３ばかりでなく、シェル３１２、３１４の間に形
成された関節動作支持部３０によっても動きが大幅に制約される。したがって、上部シェ
ル３１４は下部シェル３１２にほぼ追従する。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０８
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【０１０８】
　ここで図５５を参照すると、関節動作支持部３０を形成する下部シェル６１２および上
部シェル６１４を有するインプラント６００の他の実施形態が図示されている。上部シェ
ル６１４は、スペーサ６２０上のドーム６１８を受け入れかつそれと関節動作する凹部６
１６を有する。スペーサ６２０は段付き凹部６３０の中に固定され、スペーサ６２０がこ
の段付き凹部６３０の内部で僅かな量だけ移動できるようになっている。さらに詳細には
、スペーサ６２０は、段付き凹部６３０の最下部の凹部分６３２の中に固定するために下
方突縁６２４を備える垂下支柱６２２を有する。スペーサ６２０は下方突縁６２４をドー
ム６１８に連結する中間支柱部分６２６を有する。中間支柱部分６２６は、段付き凹部６
３０の中間凹部分６３４の内部に配置され、かつそれよりも僅かに小さい。ドーム６１８
は、中間支柱部分６２６と共に肩部６４２を形成する下部表面６４０を含む。段付き凹部
６３０は、摩擦低減のために低摩擦ワッシャまたは軸受６３８が内部に配置される上方凹
部分６３６を含む。すなわち、軸受６３８は、ドーム６１８の下部表面６４０に当接する
上部表面６３８ａと、上方凹部分６３６の中で下部シェル６１２の上部表面６３６ａに当
接する下部表面６３８ｂとを含む。軸受６３８はポリマー、例えば、ポリウレタンでよい
。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１１】
　図５６は、挿入構成にあって、関節動作支持部３０を構成する下部シェル６６０および
上部シェル６６２を有するインプラント６５０の他の実施形態を図示する。インプラント
３００と同様に、インプラント６５０は枢動方向Ｐを有する。このインプラントが挿入構
成を有するように協働構造が設けられる。この協働構造は、上部シェル６６２の先端６７
２上のフック６７０と、下部シェル６６０の先端６７６上のプロング６７４とを含む。本
実施形態では、挿入時にシェル６６０、６６２に掛かる力が、フック６７０をプロング６
７４から解放させ、それによってシェル６６０、６６２が枢動方向Ｐに枢動して動作可能
位置に向きが変化し得る。
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